
 

 

入札公告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 令和８年１月８日 

独立行政法人労働者健康安全機構 

香川労災病院 

契約担当役 院長 吉野 公博 

 

１ 工事概要 

（１）工 事 名 本館西棟小荷物専用昇降機（４号機）改修工事 一式 

（２）工事場所 香川県丸亀市城東町三丁目３番１号 

香川労災病院本館西棟 

（３）工事内容 本館西棟小荷物専用昇降機（４号機）改修工事 

（４）工 期 契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

２ 競争参加資格 

  次に掲げる条件を満たしている者であること。 

（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当

しない者であること。 

（２）厚生労働省の資格審査決定通知書で業種名「機械器具設置」の認定を受けてお

り、開札日において有効期限内の資格を持っていること。（会社更生法（平成14年法

律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成

11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、

手続開始の決定後、独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院契約担当役が別に

定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。） 

（３）上記（２）においてＡ、Ｂ，ＣまたはＤ等級に格付けされ、四国地域の競争参加

資格を有する者であること。 

（４）会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立がなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。 

（５）主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 

（６）厚生労働省の資格審査決定通知書の写しの提出期限の日から開札の時までの期間

に、独立行政法人労働者健康安全機構理事長から、工事請負契約に係る指名停止等の

措置要領（平成７年３月１日付け労働福祉発第350号。以下「指名停止措置要領」と

いう。）に基づく指名停止を受けていないこと。 

 

３ 入札手続等 

（１）担当部課 

〒763-8502  香川県丸亀市城東町三丁目３番１号 

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 会計課契約係 

電話 0877-23-3111 



 

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法 

交付期間 令和８年１月８日から令和８年２月５日までの９時００分から１７時００

分まで（土・日曜日・祝日を除く）。 

交付場所 〒７６３－８５０２ 香川県丸亀市城東町三丁目３番１号 

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院 会計課契約係 

（３）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

入札書の提出方法は、持参又は郵送（書留郵便に限る。）のいずれかとすること。 

① 提出期限は、持参・郵送とも、令和８年２月６日（金)１２時００分 

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院会計課契約係へ提出すること。 

② 開札は、令和８年２月６日（金)１３時３０分 

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院会議室にて行う。 

 

４ その他 

 （１）手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 （２）入札保証金及び契約保証金 

①入札保証金は免除。 

②契約保証金は、工事請負代金額の１０分の１以上とする。ただし、低入札価格調査

対象となった場合には工事請負代金額の１０分の３以上とする。 

 （３）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を

した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 （４）落札者の決定方法 

独立行政法人労働者健康安全機構会計細則第42条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。た

だし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適

合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結す

ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低

の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

 （５）手続における交渉の有無 有。 

 （６）契約書作成の要否 要。 

 （７）関連情報を入手するための照会窓口 上記３（１）に同じ。 

 （８）詳細は入札説明書による。 

 


